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序 章

御霊,即 ち,何 らかの記念的な行動の足跡を残 して死去 した人に対する信仰は,古 代に

発生 してより以来,は るかのちの近代社会においても存在している.そ の事例は極めて多

く,既 往の研究において もふれ られているので ここでは取 りあげない1).本 稿で扱かうの

は,古 代においてこの御霊に対する人々の崇敬がいつ発生し,ど のように定着 ・展開して

いったかということである.

先学の研究において も,御 霊や御霊信仰について述べた仕事は多い・そのひとつは民俗

学からのアプローチであって,柳 田国男 ・折口信夫の両氏の所説の中にもしばしばその記

述が見えている.人 々の生活の中に御霊の発生と存在を求めたその主張は,検 討された事

例の豊富さとも相まって説得性には満ちていたが,柳 田氏の 「ちやうど山城の京の萸定せ

られた初期に,帝 都の急激な繁栄につれて,諸 種の天変災害の頻々として起ったことがあ

った.そ れを当時の人々は其前後の政変と結び付けて,若 干の憤りを含んで横死 した者の,

霊となって崇りをなすものと信 じて怖れおののいたのである.」 という文言にも見 られる

ように2),御 霊発生の歴史的意義を解明するのにその当時の政治 ・社会情況と短絡的に結

合させるという,い わば民俗の発見の代償とも思える歴史性の欠落がそこに見 られる・

いまひとつは歴史学からのアプローチであって,御 霊信仰のもった歴史的背景を明 らか

にしようとしている.最 近の業績では義江彰夫 ・関口裕子氏などがそれであるが,た とえ

ば義江氏は 「富豪層 自らの反 「共同体」的 ・反律令機構的な富の形成の活動を支えるイデ

オロギー」 と述べており3),富 豪層という9・10世 紀前後にもっとも重要な役割を果 した

階層の存在を根拠づけるものとして御霊信仰を位置づけようとした・ しか しその主張は抽

象的で,御 霊 ・御霊信仰の発生と展開が歴史過程の中で具体化されていない・歴史的 ・社

会的基盤の定立と引きかえに御霊の神 となる道程が看過されてしまっている・

このふたつのいずれの立場に依るにせよ,御 霊信仰のもった意味が解明されたとは言え

ないと思うし,こうした説を踏まえて具体的な御霊・御霊信仰の成立と展開を分析 してみる・

第 一 章

御 霊 ・御 霊 信 仰 に対 す る概 念 は,そ れ ほ ど は っ き り した もの で は な い ・ 論 者 によ って 多
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様である.こ の信仰の存在 した時代は古代から近代にまでわたっているか ら,換 言すれば

全歴史的な信仰形態という側面 もあるから,そ の意味では論者がどの時代に力点を置 くか

によって概念規定はちがってくる.

御霊とは,単 なる霊 ・タマではない.そ れならばすでに人間生活の原始的な段階か ら存

在 している.異 説はあるにせよ屈葬 ・抱石葬は,死 者の霊魂がこの世に再来し,人 々に悪

をなすのを防ぐために行われた葬法であるというし,霊 ・タマが現世に悪 ・崇りをなすと

いう信仰 ・認識は存在 していた.し かし,こ れを御霊信仰 とは呼ばない.そ の前提として

の意識であったことは確かであるけれども,御 霊信仰そのものではない.単 に 「死者」と

いう抽象的な存在への信仰ではないのであって,も っと具体的な存在 としての死者が必要

なのである.つ まり,御 霊の 「御」はいうまで もなく霊に対 しての敬称で あって,御 霊信

仰は人間の霊に対する信仰でなければならない.こ の信仰の発生の直接的前提 としては個

入霊の成立という情況が必要とされる.特 定佃人の霊 ・タマに対する観念が存在 し,そ れ

への怖れが御霊信仰となるのであるか ら,個 人霊の成立ということが必須の条件となって

くる.そ れでは個人霊は日本ではいつ ・どのようにして成立 してくるので あろうか.

佃人霊が信仰の対象となるためには,そ の個人の生前における存在が,程 度の差はある

にせよ何 らかの形式で記念さるべきものであったという事実が歴史的に必要である.そ れ

がどのような方面で記念的であったかということについては,そ の政治性が最大の要素 と

なっている.こ のことについては以下に述べるが,そ うだとすればその政治性,換 言すれ

ば個人の政治的な活動というものがその個人の ものとして意識されるようになるのはいつ

のことであるのかということを確かめねばならない.こ れについての詳 しい分析は当面の

本稿の課題ではないので行わないが,一 言でいえば,個 人の政治活動がその個人のものと

して意識されるようになる時代は貴族政治の時代以後ということがいえよう.貴 族時代に

先立つ豪族時代4)に あっては,氏姓制度が上部政界の政治秩序の中心であったし,その氏 ・

姓は世襲が原則であったか ら,そ の結果として個人の行 った政治活動は氏 ・姓の中に,即

ち氏族という団体の中に多 くが吸収され,埋 没 して しまう.こ のような時代にあっては個

人の政治活動は個人のものとして意識されない.

ところが,中 国,特 に階 ・唐の律令制の導入とともに官僚制が定着 しは じめ,個 人の政

治活動がその個人のものとして終り,し たがって佃人のものとして意識されるようになっ

て くる.問 題はあるにせよこの官僚制は個人の才能 ・能力が基本となって運営されるもの

であるし,原 則として世襲ではない.一 種の個人主義の芽生えをここに認めることができ

る.こ の段階においてはじめて個人とその政治活動=職 務内容とがセットになって存在 し

うるのである.も ちろん,律 令制的な政治秩序が成立 してか らも前代の豪族時代の遣制が

存在していたことはすでに指摘されているが5),少 くとも氏族という団体としての血縁を

中心とした結合よりも佃人としての政界での存在が重要となったことは確かであろう.

こうした,律 令制の導入 ・定着を大きな画期として御霊 ・御霊信仰を考えるという方法

が正当なものであることは,ほ かな らぬ律令制の最大の基盤である律令その ものの中に確

かめることができる.日 本律令が中国律令の継受の上に成ったものであることは周知のこ

とであるが,日 本神祇令では 「凡天神地祇者,神祇官皆依常典祭之」とあって6),神 祇官の

祭るものとして天神 ・地祇をあげている.こ れに対 して唐桐令では 「在天称祖,在 地為祭,

宗廟名享」とあって7),唐では天神 ・地祇とともに宗廟があげ られている.宗 廟とは人間の

霊を杞る場所をいうか ら,日 本とは異なり唐ではすでに唐令の成立期には個人の霊魂が信

仰の対象となっていたのである.宗 廟は他の個所では 「凡祭祖之名有四,… 日祖大神,二
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日祭地祇,三 日享人鬼,四 日釈萸干先聖先師」とあるように8)「人鬼」といい換えられてお

り,い っそうその性格をはっきりさせ る.中 国に官僚制はすでにかな り以前に成立 してい

るから,唐 初令復元の原史料 となった開元二十五年令の制定された開元年中(713～742)

頃に個入の政治活動が個人のものとして認識されるのは当然である.こ うした唐令の条文

の存在にもかかわらず,継 受関係の明らかにできる日本令はほとんど唐令の条文をうけつ

いでいるのに,宗 廟(人 鬼)に ついてはこの一句についてだけ継受を拒否 したのである.

その理由は,唐 令継受時の日本では宗廟(人 鬼)が 現実の政治的 ・社会的課題となってい

なかったからにほかならない.前 述 したように律令制以前では個人の政治活動は個人のも

のとして完結せずに氏族団体の中に吸収 ・埋没してしまっていたから,唐 令が継受される

時点ではいまだ宗廟(人 鬼)信 仰の対象になるような個人霊は存在していなかった.律 令

が制定 ・施行され,律 令社会が通有の ものになってから個人霊が発生し,御 霊も成立 しう

る可能性がでて くるのであって,こ の律令を基本とする官僚制 ・貴族政治の開始が御霊発

生 ・御霊信仰成立の前提条件となる.

御霊は,こ のようにして発生の前提をととのえるわけであるが,何 に対して御霊となる

のかといえば,人 間に対 してである.し か し不特定なすべての人間に同じ形式で御霊は存

在 したのかというと,そ うではない.や がて単一の存在となってしまいはするが,本 来は

二つのタイプの階層に対 して成立 したと考えられる.そ の一は政治家に対するものである.

個人霊が御霊となるのはその本人の生前の政治活動によっているから,他 ならない政治家

そのものに対してもっとも印象が鮮烈であるし,自 分の もの ・自分に崇るものとして感取

される.そ の二は民衆に対 しての御霊である.民 衆が,元 来的には直接的に彼らと関係を

もたない政治家を信仰の対象 ・祭神としての御霊とするのである.も っとも,政 治家に対

してといい民衆に対してといい,い ずれも御霊であって,政 治家と民衆 という直接の交流

をもたない異質な二つの階層が同じものを杞っているのである.い うまで もなくそれは御

霊が現世に対して,政 治家においても民衆においても,悪 ・崇 りをなすからである.そ の

内容は異なることもあるが,悪 ・崇りであるという認識においては共通する.こ の,現 世

に悪 ・崇りをなすというのが御霊の最大の存在理由であって,結 論を先に言えば,個 人霊

が悪 ・崇りをなしているという認識と事実があって御霊は神として杞られるのである.

この御霊の悪 ・崇りは,そ の対象と同じく二つの方向と方法でなされる.御 霊として崇

られた人物と対象である政治家と民衆とではその関係は異なるから,御 霊の発現形態も当

然その両者で異なってくる.

第一に政治家に対しての悪 ・崇りをなす御霊の行動がある.御 霊に悪をなされる ・崇 ら

れる政治家は,そ の結果 としてみずからの価値の喪失=政 治的失脚 ・死亡 ・病気などとい

うことになる.し たがってこの場合の御霊の成立は,政 治的な地位の喪失という結果から

導かれたものであって,そ の逆ではない.第 二の民衆に対 して悪 ・崇りをなす御霊 も,発

生のメカニズムはこれと同じである.悪 ・崇 りの内容はもちろん異なっている.民 衆にと

って政治家の生前の活動は直接には無関係であり,ま た政治的失脚などが悪であろうはず

がないから,政 治性が悪 ・崇 りとはならない.階 層としての民衆にとっての悪 ・崇 りとは,

彼 ら自身の生命をも奪 う疫病 ・火災 ・水害 ・早害など,特 に生死に深 く関わる疫病がそれ

であって,疫 病の大規模な発生 という結果からやはり御霊は成立 して くるのである.

第一 ・第二のいずれにせよ,御 霊はまさに人間との関係において成立 しているのであっ

て,即 ち御霊が悪 ・崇 りをなして失脚や疫病をもたらすのではな くて,失 脚 ・疫病という

現象が結果 として先ずあってから,そ こから御霊が生み出されて くるのである.こ れが御



190 奈 良 大 学 紀 要 第5号

霊成立のもっとも基本的な過程であることを確認 しておかねばならない・御霊は,結 果で

あって原因ではないのである.そ してさらにこのことからそうした悪 ・崇りという現象を

実現するのに足 るような不遇な生涯をおくった人物を,悪 ・崇 りに先立って ・予測の もと

にあらかじめ杷るという作業過程が成り立つ.つ まり,悪 をなさなかった ・崇 らなかった

御霊,第 二次的な御霊が出現するのである.

政治家に悪をなすといい,民 衆に崇るといい,御 霊であることにかわ りはないが,歴 史

的により重要なのは後者であると思う.前 者は,悪 ・崇 りの方向も相手 も種々様々だから

その杞 り方もまた多様である.個 人的 ・あるいは個別の氏族の御霊信仰の対象とはなって

も,一 般的な御霊信仰とはならない側面があり,全 体的な ・社会的な信仰者集団をもたな

いのである.

これに対 して,民 衆に悪 ・崇 りをなす御霊は,た とえば後に粗述する貞観5年 の例に見

られるごとく平安京の民衆全体を信仰者集団としている.民 衆にとっての悪 ・崇りとは,

個人個入にとってももちろん闇題ではあるけれども,そ れ以上に疫病その他の現象形態は

階層としての民衆に犠牲を強いる.し たがってこの信仰は市民階層の,い い換えれば平安

京の都市構造の変化にともなって発生したものだということができる.平 安京に市民一

むろん近代的な意味での市民ではない一 が成立 し,彼 らの密接な交流のもとではじめて

疫病などの災害が頻繁に発生するところとなる.そ の結果か ら,つ まり,疫 病流行(前 者

では政治的失脚)→ 悪 ・崇りとの認識→怖れ一・その解消一→御霊の奉杷,と いうサイクルで

御霊信仰は成立するわけである.

御霊発生時,後 述するようにそれは9・10世 紀のことであるが,そ の当時の平安京の都

市構造の変化 ・都市問題はどのようなものであったのか.つ まり御霊信仰の表現形態であ

る御霊会に集 った入々の社会的性格はどのようなものであったのかということである・そ

れは,御 霊の行動形態である疫病などが,御 霊会 という集団行事を企てる市民たちの全体

的 ・総体的な課題と深 く関係 している.即 ち,確 立 されつつあった平安京市民社会 ・また

市民 と農民 との有機的交流を,外 界から侵入 して破壊するもの=御 霊を排除するというこ

とが御霊会の目的と内容で あった.ま さに当時の平安京市民 さらには日本農民の築きつつ

あった新 しい社会を守ろうとしたのである.そ れは,都 市の問題でいえば承和2年 より見

られる市9)で の販売品日の固定などにうかがえる平安京経済の展開,ま た慶滋保胤の 『池

亭記』に見えるような西京の荒廃と東京 ・鴨東の興隆という新 しい都市域の成立に結果す

る市民層の活動,な どがあり,農村の闇題でいえば広範な富豪層経営の成立による多 くの農

民たちの公民よりの脱出,ま た国家の律令という最高の法を克服 して成立 して くる国例と

いう法で確立させ るに至る新 しい農民'_-L活,などがある.こ れ らの生活を守ろうとしたの

であって,彼 らにとって疫病は邪魔なものであり,そ れを排するひとつの行動が御霊会と

いう 「かたち」をとってあらわれたのである.実 にこうした背景で もって御霊信仰は成立

したのである.

第 二 章

日本 に お いて,以 上 の よ うな 内容 を もつ 御 霊 は いつ ご ろ成 立 したの か.御 霊 の 前提 意 識

とな る よ うな 神 の 崇 り ・崇 る神 と い う観 念 は か な り多 くあ る よ うだ.そ の典 型 は雷 神 で あ

り,農 業 民 に と って は 農 作 を もた らす 雨 に結 びつ く雷 も,非 農 業 民 に と って は 恐 怖 を 感 じ

る稲 光 りと落 雷 に よ る被 害 と い う よ う に しか把 握 され な いlo).怖 ろ しい 崇 りを もた らす も

の と して これ を神 と捉 え たの で あ る.雷 神 よ りは る か に御 霊 神 に近 い の は大 物 主神 ・素 鳶



井上:御 霊信仰の成立と展開 191

鳴神である.い ずれも疫病と結びついており,御霊と同じ作用をしている.大 物主神は,崇

神天皇の時代に 「疫病多起,人 民死為艦」 という情況の原因であったと記されており1D,

この神は「光海依来之神」であって12),外 界から現世にやって来るものとされている.や が

てこれが三輪山に杞られるわけである13).素蕎鳴神は,備 後国の場合でいえば,彼 に 「宿

」を借 した蘇民将来の一家を残 してことごとくを殺 し滅し,「 後世爾疫気在者,汝 蘇民

将来之子孫止云天」疫病をのがれよと言い置いたという14).類 似の説話は多 くあるけれど

も,や はり異界からやって来て大物主神 と同じく疫病をもたらすものとして記されている.

しかしながら,す でに述べたような,か つて現実に生きていた人間が,死 後に御霊とし

て現世に悪 ・崇りをなし,そ の故に神に杷 られた例は,そ の実体性の疑わ しい仲哀 ・神功

・応神などのいわゆる八幡神信仰に関わるものを除けば,古 くには存在 しない.御 霊の発

生は律令体制の形成 をひとつの前提条件とするといったが,ま さに八世紀以降にはじめて

人間が神に杷 られる.そ れ以前でも,た とえば斉明7年 のこととして 「群臣卒=爾多死,時

人云,豊 浦大臣霊魂之所為也」とあって15),疫 病流行の原因として蘇我蝦夷の霊が想定 さ

れている.直 接に御霊とは記されていないけれども性格は同一である.し かしこれは史料

の成立の年次を考えて到底そのままに信じることはできない.ま た,関 口裕子氏は御霊の

初出を長屋王とした.長 屋王は 「以牙冊,以 罰沙弥之頭」ったので仏罰を被む り,「謀傾社

穫,将 奪国位」わんとしたという密告をされて,遂 には 「服薬自害」 した.そ してその死

後に 「依親王気,国 内百姓可皆死亡」という長屋王の骨を埋葬した土佐国の百姓からの報

告がなされた.そ こで天皇は 「為近皇都」めに紀伊国に改葬 したという16).死去 した長屋

王の「気」が現世に疫病をもたらしたのである.史 実の上でこのことは確認できないけれど

も,関 口氏は現実に長屋王が御霊として存在 していたことを奈良時代のこととして認めら

れた.だ が氏の考察は正確ではない.な ぜな らば,長 屋王が疫病の原因として考えられた

という出典は 『日本霊異記」 しかなく,と すればその史料批判を先ず行なわないことには

彼を初出として扱かうことはできない.い うまで もなくこの書物は仏教に関わる説話集で

あるし,著 者の仏教的倫理感にもとず く作意が加わっている.こ のことを考えれば長屋王

を御霊の初出とするのは誤 りであると思う.『 日本霊異記」 の成立は,種 々の異説がある

ようだが,上 限を延暦4年,下 限を弘仁14年 とし,「完全な形として編集を終ったのは弘

仁14年 前後のことではなかったかと思われる17)」というのが妥当な説であろうし,最 終的

には平安時代前期ころの知識にもとずいて作 りあげられた記事とするのが正しい.つ まり

'に安前期に御霊が成立 していたという事実から導かれたものなのであって,長 屋王の死去

直後の時代に御霊という思想があったということを示すものではない.し かも著者は薬師

寺僧の景戒である.薬 師寺は天武天皇の勅願によって建立された寺であり,長 屋王はその

天武の孫にあたる.し たがって景戒が寺創立者の直系血統につ らなる長屋王をより大きな

威令をもつ人間として描こうとする ・作意を加えるのは当然の結果ともいえるし,そ うし

て作り出された結果から長屋王 とその時代を判断しようとするのは方法的に誤まっている

といわねばならない.

では,御 霊の初出はいつで,ま たそれは何故に御霊として宗教的 ・信仰的崇敬をうける

に至 ったのか.御 霊 となった人物は,す でに述べたごとく政治的な失脚者 ・敗北者である.

しかしそうした人物のすべてが御霊になったわけではない.失 脚者 ・敗北者は政治支配が

発生 してから数限りなく存在し続けている.失 脚 ・敗北 して怨みを抱きながら死んだか ら

といって,そ れらの人々が必らず御霊になったわけではない.失 脚 ・敗北あるいは怨死と

いうのは,御 霊の必要条件ではあっても,十 分条件ではない.
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御霊たるに必要にして十分な条件を確定するためには,史 料上の初出の御霊の性格を検

討するところか ら始めねばな らない.初 めての御霊は貞観5年 に見えており,「所謂,御霊

者,崇 道天皇伊予親王藤原夫人及観察使橘逸勢文室宮田麻呂等是也」 という記事である18).

この史料は読みとり方に問題がある.こ こに掲げ られた御霊が5名 であるか6名 であるか

という点である.崇 道天皇 ・伊予親王 ・藤原夫人 ・文室宮田麻呂の4名 については疑問は

ないが,「観察使逸橘勢」 を1人 とするか2人 とするか,つ まり観察使を逸勢にかけてし

まうか独立させるかということである.観 察使は,大 同元年に参議を廃 して各道に任命さ

れており,数 年間に継続したのみで弘仁元年には廃止されて参議に復 している.少 くとも

橘逸勢がこの職の長官であった可能性はない.し か しこの官職は観察使(長 官)・判官 ・主

典の三職より構成されている19).逸 勢は周知のように三筆の一人ともされて能書として知

られ,延 暦年間には入唐もしており,「帰来之日,歴 事数官」 ともあるから20),た とえ長

官ではなくても判官 ・主典であった可能性は十分にある.観 察使であった人物は十数名知

られるが,判 官 ・主典については判官の豊宗広人21)・甘南備高直22)の二例が知れるだけで

あるか ら,逸 勢も記録には残っていないが判官もしくは主典に任命されていたことは予測

できる.ま た,官 職名のみで個人をあらわすという例も見 られないか ら,や はり観察使は

逸勢にかけておくほうが史料解釈としては妥当であろう.し たがって,貞 観5年 の御霊は

六座であったと史料に記されてはいるが,列 記された御霊は五座5名 である.

では,ど うしてこの5名 は御霊になることができたのか.御 霊となるに至 ったその5名

の共通項は何なのか.そ れを明 らかにしないことには御霊信仰の もつ歴史的意味は解明さ

れない.以 下,こ の5名 の生前の政治活動に焦点をあわせて略述する.

崇道天皇

崇道天皇については,も っとも早 くか ら御霊として存在 していた.た だしそれは中央

貴族あるいは桓武天皇という個人にとってのみの ものであった.崇 道天皇は本名を早

良といい,光 仁天皇の親王である.光 仁の皇后となった高野新笠の所生で,桓 武の同

父同母の弟にあたる.光 仁の跡を継いで皇位に就 くのは山部親王=桓 武であるが,そ

の時に桓武の弟である早良が立太子 して皇太弟となった.し かしやがて廃立され,代

って桓武の男子である安殿(の ちの平城天皇)が 立太子 した.早 良が廃 されたのは,

延暦4年9.月 に起った長岡宮造営の最高責任者であり桓武の最大の重臣で あった藤原

種継暗殺事件に連坐 してである.早 良は親王であるか ら罪名は明確ではないが,事 件

の顯末を述べた桓武の詔では 「詔口,云 々,中 納言大伴家持,右 兵衛督五百枝王,

春宮亮紀白麿,左 少弁大伴継人,主 税頭大伴真麿,右 京亮同永主,造 東大寺次官林稲

麿等,式 部卿藤原朝臣乎致之,朝 庭傾奉,早 良王乎爲君止謀気利」とあるか ら23),家持

以下と同じく謀反と考え られていたらしい.逮 捕されて乙訓寺に先ず幽閉され,つ い

で淡路に流罪と決定 した.早 良はこれに対 して無実を主張 してゆず らず,つ いに 「不

自飲食24)」に餓死 した.事 件の真実は明 らかではないが,早 良に関しては少なくとも

無実であった らしく,一般的にもそう信 じられていた.そ れはともか く,抗議の餓死に

よっても罪は許されず,遺 骸は所定どおり淡路にまで移送され,そ こで葬 られた.早

良の死後,多 くの不幸が発生 した.す べてそれは桓武天皇という政界の中心人物佃人

にかかわるものばかりであったが,彼 はそれを早良の霊が引き起 したものと考えた.

夫人旅子の死25),母 高野新笠の死26),皇 后乙牟漏の死27),皇 太子安殿のしば しばの罹

病などがそれである.そ こでおそ らくは延暦9年 に親王号を復 し28),つ いで延暦19年

には崇道天皇と追称され,墓 は山陵となった29).天 皇号の追称は草壁皇子30)・舎人皇
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子31)・志貴皇子32)の3例 が知 られるのみで,い かに早良の霊に大きな怖れを抱いてい

たかが理解できよう.

伊予親王

桓武の第三皇子で,母 は藤原吉子である.吉 子は夫人であったか ら,し か も兄の安殿

・神野はいずれも皇后乙牟漏の所生であったか ら伊予が立太子 ・即位する可能性は少

なかったが,失 脚する大同2年 段階では神野についで即位可能者の位置にあった.し

かも神野の次には事実 として夫人であった藤原旅子所生の大伴が即位 しているか ら,

あながち夫人所生とはいえ皇位と無縁でもなかったのである.そ こでおそ らくは当時

の平城天皇の最大の中心人物であった藤原仲成 らによって 「蔭子藤原宗成勧中務卿三

品伊予親王,潜 謀不軌33)」という疑いによって逮捕されて親王籍を削 られた.彼 もま

た親王であるから明確に謀反とは書かれていないが,「 詔日,云々,解 却謀反之輩,又

以廃親王之状,告 干柏原山陵34)」とあるか ら,謀反と考えられていたのだと思う.つ い

で 「徒親王井母夫人藤原吉子於川原寺,幽 之一室,不 通飲食35)」という事態となり,

実質的に大和に流罪となる.そ して「親王母子仰薬而死,時 人哀之36)」とあって自殺し

て親王とその母は死んだ.「 時人哀之」 とあるように一般的に同情をかうような冤 罪

事件であった らしい.弘 仁10年 には嵯峨天皇が 「朕有所思,宜 復故皇子伊予,夫 人藤

原吉子等本位号」 という詔を発し37),母 子の権利を回復 した.嵯 峨にしてみれば薬子

の変で敵対した平城 ・仲成勢力の犠牲になった2人 を復権させようとしたのである.

藤原夫人

この藤原夫人は名前が記されていないが,列 記人名の順序よりみて伊予親王と橘逸勢

との間,即 ち大同2年11月 より承和9年8月 までの人物であることは疑いない.こ の

回に該当しそうな夫人は藤原吉子 ・多治比真宗 ・藤原小尿 ・藤原緒夏の4名 が知 られ

るが38),御 霊に杷 られるような生涯をおくったのはやはり通説のように藤原吉子 しか

なく,吉 子,即 ち伊予親王の母とするべきであろう.大 同2年 に親王とともに謀反の

罪で逮捕され,大 和川原寺に幽閉され,毒 を仰いで自殺したという.弘 仁10年 に復権

している.

観察使橘逸勢

延暦年中に入唐 し,前 に述べたように多くの官職を経たが,そ の後なかば引退 してい

たものを承和7年 に但馬権守となる39).そ して承和9年7 .月に伴健塔によるいわゆる

承和の変に連坐して 「春宮坊帯刀伴健寄,但 馬権守従五位下橘朝臣逸勢等謀反40)」と

して逮捕され,伊 豆に配流 と決定 した4D.そ して配流地にil1Jかう途中の遠江国板築駅

で死去 した42).の ち,鋸 祥3年 には復権 し,正 五位一ドを追贈され43),つ いで仁寿3年

には従四位下に加階されている44).

文室宮田麻呂

史料上には じめて見えるのは天長3年 で,正 六位下に昇進 している45).承 和6年 には

さらに従五位上46),同7年 には筑前守 となった47).承 和9年 には任地の筑前に来航 し

てきた新羅人と私的に交易 し,「買唐国物」おうとした48).この事件によって任を解か

れたらしく 「前筑前守」となっている.国 司任期は原則 として4年 であるか ら,こ の

事件で見任を解却されたことは確実である.翌 承和10年 に謀反事件を起 した.こ の時

散位従五位上であったが,12月 に従者の陽侯氏雄が 「告宮田麻呂将謀反」げたので49),

ただちに逮捕されて左衛門府に禁ぜ られ,つ いで彼の京宅 ・難波宅が捜索 された.京

内だけでな く難波という海上交通の要津にも宅をもち,貴 族的な官 ・位を帯びて広範
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に活動する商人であったことがわかるが,だ からこそ国家の抑圧の対象となったので

ある.宅 からは武器 ・武具が発見され,つ いで推悶,つ いで 「謀反文室宮田麻呂罪当

斬刑,宥 降一・等配流於伊豆国」 という処分が決定された50).伊 豆国に流罪となったわ

けで,こ れ以後の彼の消息は不明だが,お そらくは流刑地で死んだものと思われる.

以上,貞 観5年 の5名 の御霊についてその生涯をたどってみた.時 代でいえば8世 紀末

か ら9世 紀にわたり,崇 道天皇にしても長岡京時代で桓武朝であるか ら平安時代とで きる

し,す るとすべてが平安前期に集中するわけである.前 述のごとく平安京についていえば

その都市的形成の流動期であったし,そ の中で築きつつあった市民層の生活と生産の場を

阻害するものとしての御霊を考えるとき,さ かのぼりうるのは平安時代がはじまったとさ

れる延暦3年 までであろう.あ るいは早良の崇道天皇追称,即 ち先ず貴族たちに怨霊 とし

て慰撫すべきものとして意識されたのは延暦19年 であるか ら,こ の時点をとれば平安京時

代ということになり,む しろ厳密にはこの延暦19年 をもって原御霊の出発点とするべきで

あろう・これによって,御 霊信仰はその存在の前提を備えるに至ったのである.

この5人 には特筆すべき共通点が二点ある.

第…点は2人 ともに罪名が謀反であるということである.謀 反は八虐の第一であり,「謀

危国家」る罪であって,本 来は 「臣下将図逆節,而 有無君之心」とあるように51),臣 下が

君e天 皇を廃さんとする罪である.そ の意味で早良 ・伊予などは厳密な意味での臣下とは

いえないけれども,以 上のように…様に謀反と同じものとしているところには注意してお

く必要があろう.こ のような考えうる最大の罪で声,る謀反を試み,失 敗 ・敗北 した人物の

無念は,罪 の大きさに比例 して大きくなるわけである.御 霊を信仰する民衆にもこの論理

はきわめて納得 しやすい.し かも謀反の対象は天皇であって,天 皇 との関係においてこの

罪は成立するか ら,天 皇という律令体制の中心存 庄への成そうとして成 しえぬ抗議の代償

行為として御霊たちを信仰するのである.そ の意味で河音能平氏の言った 「律令政治支配

に対する人民大衆の抗議の宗教的形態」であるという考えは52),御 霊の具体的分析を欠如

しているとはいえ,正 しい指摘であろう.

第二の,そ してもっとも重要な御霊たちの共通点は,彼 ら5名 がいずれも平安京(長 岡

京)を 離れて流罪となり,流 刑地であるいは途中で死んでいるということである.こ の点

が彼 らが御霊たりえた最大の理由である.早 良親王は,死 去 したのは流罪途中であったが,

遺体は死 しても許されることがなく,流 刑地の淡路まで運ばれた.つ まり怨みを抱きなが

ら死んだその霊は都を離れて遙かなる淡路に至 ったということになる.伊 予親王 ・藤原夫

人は,事 件発生後ただちに大和川原寺に移され,こ こで毒を仰いで死ぬという非業の死で

あって,や はり大和という平安京の地を離れた地に流刑同様の身で死んでいる.大 和 とい

えば平安京と距離的には近いが,自 分の意志ではなく,強 制によって生活地から他へ移さ

れたということでは同じである.橘 逸勢 も同じで,伊 豆国に配流となり,流 刑地へ向かう

途中の遠江国板築駅で死んでいる.宮 田麻呂はやはり伊豆国に流されており,死 去の地は

不明だがおそらくは伊豆国で死んだものと思われる.

このように,第 一点で謀反という罪を犯 したとされ,加 えて第二点で流刑地で死んだと

いうのはどういう意味をもつのか.即 ち,冤 罪 ・無実の罪によって遙かに住みなれた都市

=平 安京(長 岡京)か ら離れ,遠 く異境に配流され,し かもその地で都への回帰の望みと,

罪におとし入れた ・敗北させた人々への怨みの中で死んだ霊が,御 霊となったのである.

このことが,前 にも述べたように,主 として疫病などという現象を結果として御霊は発生

・成立するということと関係 している.
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そうすると,当 時の人々は疫病をどのように考えていたのかということを確認せねばな

らない・このことを明確に示 した史料はない.し かし,異 界からこの現世にやって来て人

々にとりつ くものとされていたようであって,事 実多くの流行病は九州を経て東上してき

ていた・疫病が異界 ・外界か ら現世に侵入するものだという思想は随処に見 られる.た と

えば疫病の鎮圧儀礼で もあると思われる道饗祭は 「於京城四隅道上而祭之」 とあり,そ れ

は 「欲令鬼魅 自外来者,不敢入京師」するためであった53).「鬼魅」を中に入れないように

したのである.9世 紀 ・10世紀初にははっきりとこうした思想を表わすものとして宮城四

隅疫神祭 ・畿内堺十処疫神祭の名が見えており54),内 界と外界の接点=堺 で疫神祭が行わ

れている・つまり疫病は内部か ら発生するものではなく,異 界からやって来て生活を破壊

し,時 には死というノ＼間に最大の恐怖をももたらすものとして把握されていたのである55).

御霊はまさにそうしたものであった.遙 かなる異界 実際上の距離とは無関係である

ことはいうまで もない から,自 分が生涯を過 した都に思いを馳せ,な おかつそこに回

帰することができなかった人が霊として都に飛来 して くる.そ の霊は怨みの中に死んでい

るから,飛 来してきた都でその霊は悪 ・崇 りをなすと考え られるのは当然であろう.こ の

過程が疫病流行 という情況 と結合するのである.崇 道天皇 ・伊予親王 ・藤原吉子 ・橘逸勢

・文室宮田麻呂の5名 が御霊となることができたのは,実 にここにその理由が存在する.

民衆 と結びついた,疫 病などとして彼らの築きつつあった生活の阻害物となるためには,

冤罪や政治的失脚という事実があるかまたはそう考え られているというだけではだめなの

であって,よ り重要なのは異界に流 され,異 界で死んだという条件がどうして も必要なの

である.

前に長屋王を御霊の初出として措定することを排 したが,何 故彼が御霊となりえたかに

ついては述べなかった.長 屋王御霊化の過程に僧景戒が深 く関わっていたことはすでに推

定 したが,そ れで も彼の知っていた長屋王に関する知識だけではこれを御霊とすることは

で きなかったはずである・王が謀反によって死去 したということだけでは不十分なのであ

る.そ こで御霊 とするために新たに説話を付け加えた.付 加 したのは何かというと,長 屋

王が自害したのちにただちに葬られたのではな くて,「捨彼屍骸於城之外,而 焼未散所,榔

海,唯 親王骨流干土佐国」ということ56),つ まり遺体を城外に捨て,遺 骨を土佐国にまで流

したという部分である・彼が生駒山(生馬山)に 葬 られたことは確実であるけれども57),そ

れを改めて骨は土佐に送 られた,即 ち死にはするが罪はゆるされることなく流刑となった

というわけである・ここではじめて怨みを抱いた霊が異界か ら現世に飛来 して疫病をもた

らすという論理構造が成立 しうるのであった.あ きらかに長屋王御霊は景戒の手によって

作られたものである.

第 三 章

このように・9世 紀に成立した御霊と御霊に対する信仰は,以 後どのように展開してい

くのか・9世 紀に成立 した御霊,つ まり都市生活 ・市民生活と結びついた,疫 病などの災

厄の発生という結果から導きだされたそれは,平 安中期 ・10世紀に至って活動の最盛期を

むかえる.こ の時期が,い わゆる 「律令国家」の崩壊期であり転換期であったということ

はすでに定説であるが,平 安京の都市構造も 『池亭記」の記載に見 られるように9世 紀よ

り以上の大 きな変化をきたす時期である.'ド安京の市民的世界が固定 していく中で御霊た

ちは跳梨の場を得たのであった・民衆の生活の場が拡がれば拡がるほど疫病をは じめとす

る災厄も多様化してくる.そ れに相応 して医学 ・科学は発達 したわけではないから,そ れ



196 奈 良 大 学 紀 要 第5号

らの 災 厄 が 御 霊 の 作 用 と され るわ け で あ る.

典 型 は菅 原 道 真 の 御 霊 で あ る.道 真が 御 霊 と な った 時期 は 確定 で きな い が,延 喜3年 の

死 去 か らそ う遠 くな い こ とで あ った と思 わ れ る.政 府LLし て は延 喜23年 に本 位 を 復 し,ま

た左 遷 を命 じた 昌泰4年 の 官 符 を破 棄 させ て い る58).彼 が大 宰 府 に派 遣 され た の は 詔 書 の

出 た 昌泰4年 の こ とで あ った が,罪 名 が あ った わ けで は な く,表 面 的 に は 転 任 で あ って,

貞 観5年 の5人 の 御 霊 とは 少 し内容 が 異 な って い る.し か し これ が 現 実 には 左 遷=政 治 的

敗北 で あ る こ と は疑 い な く,人 々 の 同情 を 集 め るの は 当 然で あ った.し か も太 宰 府 と い う

王 朝 貴族 や民 衆 に と って ま った くの 辺 境 異 界 の 地 に流 され,そ こで 死 ん で い る・ 怨 み を抱

い た霊 魂 が太 宰府 よ り都 に 回 帰 し,悪 ・崇 りを な す とい うの は 無 理 か らぬ こ とで あ っ た・

この 時期 は 災 厄 が続 出 した.政 治 家 た ちで は,延 喜9年 の 道 真 左 遷 首 謀 者 の 藤 原 師 輔 の 死,

同23年 の皇 太 子 保 明 親 王 の 天 死,延 長3年 の 皇 太 子 慶 頼 王 の 死,同8年 の 清 涼 殿 落 雷 に よ

る大 納 言 藤 原 清 貫 ・右 中 弁 平 希 世の 震 死,民 衆 に と って は,延 喜 年 間 に頻 発 した疫 病 ・早

害 ・洪 水 な どで あ る59).こ れ らの,貴 族 ・民衆 の 生 活 を破 壊 す る ものCし て,こ う した事

態 の 起 る直 前 に左 遷 され て 異 境 で 死 ん だ 道 真 の 御 霊 が設 定 され たの で あ っ た ・

御 霊 が この よ う に異 境 で 死 ん だ 満 た され ぬ 霊 魂 の 所 産 と して 災 厄 を もた ら して い る の だ

とす れ ば,次 の 問 題 は これ を ど う して 防 ぐか と い う こ とで あ る.そ れ が御 霊 会 と い う宗教

儀 礼 で あ る.

この 御 霊 会 は は じめ貴 族 の 信 仰 か らで は な くて民 衆 の 側 か ら生 れ た.疫 病 は民 衆 に と っ

ての みの 災 厄で あ った わ けで は な か った か ら,や が て貴 族 た ち を もま き こむ こ とに な る.

御 霊 会 の こ と がは じ めて 記 録 され て い る 貞観5年 の 記 事 に あ って も,「 坐 事 被 詠,冤 魂 成

属,近 代 以 来,疫 病 繁 発,死 亡甚衆60)」 と あ る よ うに疫 病 流 行 とい う結 果 か ら御 霊 会 は 発 生

して い る し,ま た こ の 時 の御 霊 会 に は勅 に よ って左 近 衛 中 将 藤原 基 経 ・右 近衛 権 中 将 藤原

常行 が 派遣 さ れ て い る.貴 族 が この 祭 に参 加 して い るわ け で あ るが,「 始 自京 畿,妥 及外

国,毎 至 夏 天秋 節,修 御 霊 会,往 々 不 断6D」 と あ るよ う に京 畿 内 の 民 衆 よ り起 った もの で

あ る こ とは 疑 い な い.

御 霊 会 とい う宗 教 的 儀 礼 形 態 を 発 明 した 当 時 の 民衆 が 疫 病 を どの よ う に把 握 して い たか

とい う こ とは す で に 述 べ た.異 界 か ら現 世 に や って きて 人 々の あい だ に蔓 延 し,死 を も も

た らす.御 霊 の こ う した活 動 は民 衆 の 築 きつ つ あ った 生 活 と生 産 の 破 壊 で あ り,避 け ね ば

な らな い こ とで あ った.し か し,御 霊 は そ の 侵 入 を 防 ぐこ とが で きな い.実 体 が な いの だ

か らこれ を 「もの 」 と して 破 壊 す る こ とは 不 可 能 で あ る.そ こで 考 え つ か れ たの が 御 霊 を

現 世 か ら異 界 に送 り返 す こ とで あ る.御 霊 は 異 界 か ら現 世 にや って 来 て 悪 ・崇 りを なす の

だ か ら,そ の 逆,つ ま り異 界 へ 追 え ば よ い と い う こ と にな る.御 霊 会 の 基 本 は,御 霊 た ち

を この 現 世か らも との 異 界 へ 送 り返 す と い う と こ ろ に あ るわ け で,こ こで は 論 じな い け れ

ど も御 霊 会 に付 属 して 行 わ れ る各 種 の 芸 能 も 災厄 の 源 泉 で あ る御 霊 を送 り出 す とい うと こ

ろ に 主題 を設 定 して 行 わ れ た もの で あ る.正 暦5年 に行 わ れ た御 霊 会 は 「為 疫 神 」 に修 さ

れ た もの で あ っ た し,木 工 察 ・修 理 職 が 神 輿2基 を作 り,「 安 置北 野 船 岡 上,屈 僧令 行 仁 王

経 之 講 説,城 中之 人招 伶 人,奏 音 楽,都 人 七女 費 持 幣 畠,不 知 幾 千万 人」 とい う情 況 で あ

っ た62)と い う.そ して こ う した祭 事 が終 ったの ち,「 礼 ∫送 難 波 海 」 と あ って63),疫 神 を 杞

っ た神 輿 を難 波 海=大 阪 湾 に送 り出 したの で あ る.異 界 か らや って 来 て現 世 に 悪 を な した

御 霊 を,こ の 現 世 か ら送 り返 したの で あ った.し か もこ れ は 朝 議で 決 定 され た の で な く,

巷 説 よ り起 った もの だ とい わ れ て お り,民 間 か ら発 生 して 貴族 た ち を もま き こん で 展 開 し

て い った ので あ る.御 霊 会 とは,御 霊 信 仰 の 究極 の発 現形 態 とは,異 界 か ら現 世 にや って
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来て悪 ・崇 りをなす御霊を丁寧に慰撫 し,静 かにこの現世から送り出すということなので

あった.

御霊その ものについては,い ま対象としてきた平安時代前 ・中期以降についても多く成

立 した・ しか しそれ らはほとんど平安京市民をはじめとする民衆とあまり結びつくことが

なかった.

その後の御霊の政治家に悪 ・崇 りをなすものは,当 初の御霊発生の動機である異境の地

で死んだという要素が忘れ去 られてしまい,10・11世 紀の摂関政治の展開 していく時期の

政争の激 しさという現実の情況の中で,政 治的失脚という,い わば御霊発生においては副

次的要素であったものが,そ の失脚の過程や結果などとは無関係に,そ の時々の政治権力

のありかたに規制さオりて御霊を生み出していったのである.そ わらの御霊を生み出すのは

現実の政治的力関係が中心なのであって,し たが って民衆的な基盤をもたない.あ る特定

の氏族 ・血流や限定さわた個人などにのみ悪 ・崇 りをなし,そ 才フらの人々にとってのみの

御霊でしかないのである・政治情況 ・支配関係が流動的であればあるほど,勝 利 したほう

もいつその地位が崩オつるかわからず,そ こで夫脚させた人間の霊魂を杷ってその報復を回

避 しようとする.紀 る人々にとって御霊となる人々はきわめて身近な存在であるか らより

以上に大きな畏怖の対象となる・ときにはそれは御霊=・死霊ではな くて生霊というかたち

をもとるのである・摂関政治の時代は,そ れがいかなる政治的表徴のもとで他と区別され

るのかという問題は措 くとしても,き わめて政治的には変動的 ・流動的であった.支 配権

の継承関係に法則性がなく・外戚という自然的作用にその多くを負 っているのである.特

に摂関政治の成立前夜 と直後に多くの御霊 ・怨霊が発生するのはまさにこうした理由によ

っている・たとえば・平将門の鎮圧に動員され,東 国に運行するが何の褒賞にも預 らなか

った藤原忠文の例がある・忠文はこの処置を深く恨み,そ れを主導 した藤原実頼の子孫に

崇 りをなし・「悪霊民部卿」 とまで呼ばれた64).ま た藤原元方の場合 もそうである.彼 の

宮中にいれた女祐姫と師輔のいれた安子とが皇子出産で競合 し,遂 に師輔は元方を失脚せ

しめ・安子所生の憲平親王を冷泉天皇として即位させることに成功 した.元 方はこれを恨

み・御霊となって師輔に崇り,冷 泉天皇にも崇った.こ れ らの御霊は民衆的基盤はもたな

いが・政治的失脚という経歴の故に後世の政治家たちに悪 ・崇 りをなしている.そ の意味

では結果から導かれた御霊であるが,悪 ・崇りをなす範囲はきわめて狭い.

民衆的基盤を持 った御霊 もないことはない.た とえば伴大納言善男をその典型とするこ

とができる・ いわゆる応天門の変によって失脚するわけであり,「坐焼応天明当斬,詔 降

死 等 ・並処之遠流・善男配伊豆国賎5)」と,伊 豆に流罪となっている.し かし善男はかな

り長いあいだ御霊とはなっていない・その理由は不明である66).彼 が御霊として見えてい

るのは平安時代末の成立にかかる 『今昔物語集』においてであって67),「行疫流行神」と記

されている・この善男御霊は史実の上では確認できず,『今昔物語集』編者の伝聞にもとず

く創作と考えられるが・伊豆に流 され異境で死んだという結果か ら,悪 ・-N%rニりをなすだろ

うという予測のもとで御霊となったのである.

これらのその後の御霊は・ いずオりにせよ悪 ・崇りをなす範囲は狭いし,「橘逸勢,相 馬

将門この2人 ・謀反を企るといへ共ならず,終 に滅亡せ り.其 霊諸氏にたたりし故(…)」

などと言われるように68)・影響をおよぼす範囲は特定の氏族などの集団である.こ こに,御

霊への信仰は以後も絶え間な く生み出されていくけれども,民 衆の生活 ・生産や,都 市と

密接に結びついた御霊の創出はなくなったといえる.9世 紀 ・10世紀前半に作り出された

それが信仰の中で維持 されてゆくのである.
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終 章 ・展 望

以 上,御 霊信 仰 の 成立 と展 開 につ い て縷 述 して きた.民 衆 的 ・都 市 的基 盤 を も った そ れ

は,9世 紀 中 ごろ に 成 立 して10世 紀 に は も う変 質期 を む か え る.大 約1世 紀 足 らず の 間 に

の み 御 霊 は 創 出 され続 け た.

この 御 霊 ・御 霊信 仰 は,そ もそ もど うい う歴 史 的 意 味 を もつ と考 え られ るの か.序 章 に

も 引い た よ う に多 くの い くつ か の学 説 が 存 在 して い るが,私 は これ らとは 異 な り,御 霊 と

御 霊神 を都 市神 と して規 定 して み た.

都 市神 とい う概念 につ い て は,寡 聞 に して 誰 が ど の よ うに 主 張 して い るの か よ く知 らな

いが,マ ックス ・ウ ェ ーバ ーが これ にふ れ て い る.即 ち,「 古典 古 代 や 中 世 の 完 全 な 発 展

を とげ た都 市」 を例 と して,「 宗 教 的 な シ ムボ ル,す なわ ち 市民 た ち の 市 民 と し て

の 資格 に も とず く一 団体 的信 仰 が 存 在 した の が 例 で あ る.換 言 す れ ば,… つ の 都 市 神

(Stadtgott)な い しは都 市 聖 者 が,市 民 そ れ 自体 の た め に存 在 して い たの が 普 通 で あ る.」

と述 べ た69).そ して,「 中 国で は,そ れ ぞ れ の 都 市 が,・ つ の 都 市 神(こ れ は しば しば そ の

都 市 の 昔の 官 人 が 祭 杷 的 に崇 拝 され た もの で あ る)を も って いた.し か しな が ら,近 東 ア

ジ ア を含 め て ア ジ アの す べ て の 諸 都 市 にお い て は,ゲ マ イ ンデ が 欠 如 して い たか,あ る い

は 単 に 萌芽 的 に存 在 して い た にす ぎな い.」 と して70),ア ジ アで は 全 体 的 に古 典 古 代 ・中

世 の 都 市 には 都 市 神 は 存 在 しな い こ と を指 摘 して い る.

平安 京 が は じめ 国 家 権 力 の 手 に よ って 設 定 され,政 治 的 中心 と して 造 営 され た もの で あ

る と い う こ とは い ま さ らい う まで もな いが,そ の 性 格 は や が て 変 化 し,都 市 と して の 内容

を と との え る よ う にな る・ 都 市 住 民 か ら見 る と き,与 え られ た都 市 で は な くて,み ず か ら

造 った都 市 へ と変 化 す るわ け で あ る.そ の 時 期 がg世 紀 よ り10世 紀 に至 る間 で あ る こ とは

文 中 に も述 べ た・ ち ょ う どそ の 時 期 に御 霊 信 仰 は 成 立 して い るの で あ る.御 霊 神 は,ま さ

に この 時 期 に成 立 す る都 市 平 安 京 の 都 市 神 な の で は な いか.政 治 性 を 克服 して,新 た に市

民 ・民 衆 の 平 安 京 が 都 市 と して 成 立 して い く過 程 で,市 民 層 を形 成 す る 中心 軸 と して御 霊

神 が都 市 の 神 と な っ たの で あ る・ 占事 記 ・日本 書 紀 の 神 々 と い っ た国 家 的 な ・国 家統 制 的

な もの で は な く,＼i安 京 市 民 と それ に有 機 的 につ なが った都 市近 郊 民 衆 ・地 方 民 衆 が,都

市 生 活 を基 礎 と して 民 衆 レベ ルで 作 り あげ た神 で あ っ たの で あ り,こ れ を杷 る御 霊 会 は い

つ も先 ず 民 間 行 事 と して は じま った こ と もそれ を よ く示 して い る.御 霊 神 を基 軸 と して 平

安京 の 市 民 ・民 衆 た ちは 共 同体 的結 合 を もっ たの で あ り,本 来 の 平安 京 で 官 衙 ・貴 族 寺社

家産 制 な ど を頂 点 とす る縦 の 孤 立 的 な関 係 しか なか った もの が,神 が 結 合 の 中心 と な って

横 の 協 同が 生 れ て くるの で あ る・ これ を具 体 的 ・実 証 的 に例 証 す る こ と は困 難 で あ るが,

少 しの ち に起 る永 長 元 年 の 田楽 騒 動 を その 例 とす る こ とが で き よ う.こ の 田楽 に参 加 した

階 層 は きわ め て 多 様 で あ った が,「 初 自闘 里,及 於 公卿 」 と あ る よ うに71),民 間 か らは じ ま

っ た もの で あ る・ これ が 当時 の 市 民 の 多 くを ま き こん だ 行 事 で あ る こCは い う まで もな い

が ・ これ が 「寄 事 祇 園 御 霊 会72)」 せ て 行 わ れ た と い う と ころ に注 意 して お か ね ば な らな い.

御 霊 会 と い う御 霊 神 をfる 祭 を媒 介 と して 市 民 た ちの あ る種 の 協同 行 動 で あ る 田楽 騒 動 は

起 され て い るの で あ って ・ 御 需 神 の 介 在 を市 民 層 の 中 に想 定 しな い こ と には 永 長元 年 の 田

楽 騒 動 は 解 け な い と思 う73)・行 動 す る市 民 ・民 衆 た ち を存 在 せ しめ る基 軸 と して 御 霊 神 は

作 動 して い るの で あ る・ は るか にの ちの こ と にな るが,祇 園 会(祇 園 御 需 会)の 中 止 をめ

ぐ って 下 京 六 十 六 町 の 町 衆 の 「神 事 無 之 共,由 ホ コ渡 シ度 」 とい う文 言 は74),ふ つ う言 わ

れ て い る よ う に た しか に町衆 た ちの 意 気 と誇 りを 示 す もの で も あ るけ れ ど ,そ れ 以 上 に御



井上:御 霊信仰の成立と展開 199

霊 会 が都 市 の祭 り と して存 在 して い た が 故 に御 霊 会 そ の もの の 神 事 は 行 わ れ な くて も都 市

神 と して の 御 霊神 に伴 な う祭 礼 行 事 の み は行 わ ね ば な らな か った とい う こ と を示 す もの で

あろ う と思 わ れ る.

後 世,鎌 倉 時代 に至 って,鴨 長 明 は 「京 ノ ナ ラ ヒ,ナ ニ ワサ ニ ツケ テ モ,ヰ ナカ ヲ コ ソ

タノ メ ル ニ,タ ヘ テ ノ ホ ル モ ノ ナ ケ レハ,サ ノ ミヤハ ミサ ヲモ ツク リア ヘ ン」 とい い75),

農 村 との 関係 で 「京 」 は成 立 して い る こ と を指 摘 して い る.律 令 国 家 の 都 市 は,も ち ろ ん

農 村 と の 関係 で 存 在 す る こ と は 当然 で あ るが,都 市 を維 持 して い るの は 国 家 権力 ・国 家機

関 その もので あ った.そ こ に都 市 神 は な い.必 要 が な い の で あ る.必 要 な の は政 治 支 配 の

みで あ った.そ れ が,9世 紀 中期 以 降 に都 市神 の成 立 を む か え,平 安 京 は都 市 と して の展

開 を遂 げ て い ったの で あ って,こ の 神 の 出現 で 平 安 京 は協 同精 神 を もつ 市 民 を折 出 させ る

こ と とな り,新 しい都 市 の 発 展 段 階 を歩 む とこ ろ とな る.律 令 国 家 の ・古 代 的 な平 安 京 は,

こ こ に崩 壊 を とげ た と いえ よ う.(終)

注

1.特 に御霊のみを取 りあげたものではないが,様 々なそれに関わるテーマを述べた もの と して,宮

田登氏 『生 き神信仰』塙新書,が ある.

2.柳 田国男氏 『先祖の話 』,(全 集第10巻 所収).

3.義 江彰夫氏 「中世イデ オロギ ー研究における課題 と方法」(r歴 史学研究』360号).

4.豪 族時代 といい貴族時代 というも,さ したる規定ので きないあいまいな概念であることは承知 し

ているが,本 文中に も述べているよ うに律 告制 ・中央集権 的な官僚制 とい った概念の導入 ・定着を

もって一応の区分を してみた.

5.笹 山晴生氏 「奈良 朝政治の推移」参照,(r岩 波講座 日本歴 史』古代3所 収),阿 部武彦氏の研究を

引用 しなが ら要領 よ く論 じられている.
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神祇令 天神地祇条.

f二井 田陞氏復元 『唐 令拾遺』伺令第1条,(開 元25年 令).

唐六典 初 部郎 中員外郎条,(前 掲仁井 田氏著所弓i).

続 日本後紀 承和9年10月 庚辰条.

雷神 ・天神につ いての研究 も民俗学か ら多 くの ものが発表 されているが,歴 史学上の もの として

は,林 屋辰三郎氏 「天神信仰の遍歴 」(同氏 『古典文化 の創造』所収)が 参 考になる.
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占事記 崇神天皇条,ま た 日本書記崇神5年 条参照.

古事記 上.

「大神神社 史』第4章(池 田源太氏 執筆)参 照.

備後国風 土記逸文(釈 日本紀所 引)

扶桑略記 斉明7年 夏条.

日本霊異記 中巻第1.

春日和男氏 日本古典文学大系本 『日本霊異記』解説 文.ま た, 高 取正 男氏 「御r・_,1CF_会の成 立 と初 期

・F安京の住民 」(『国史論集』所収)も 長屋 王についてi司じよ うに述べ られてい る.
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三代実録 貞観5年 五月20日 条.

日本後紀 大同元年6月 壬寅条,「(前 略)量 置六道観察使,道 別…人,判 官 一人,主典一人(後 略)」

文徳実録 嘉祥3年5月 壬辰丑条

日本後紀 大同3年10月 己酉条.

続 日本後紀 承和3年4月 丙戌条.

日本紀略 延暦4年9月 庚 申条.24)i司 右.

日本紀略 延暦7年5月 辛亥条.

日本紀略 延暦8年12月 乙未条.
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27.日 本紀略 延麿9年 閣3月 丙r条.

28.延 暦9年 に大赦が あったが(続 日本紀延暦9年 閏3月 壬 午条),こ の ときに親王 号が復され たとい

うのは竹内理 三 ・山 田英雄 ・平野邦雄氏 『日本古 代人名辞典』早良親王項の所説.
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日本紀略 延暦19年7月 己未条.

岡宮御宇天皇(続 日本 紀 天平宝字2年8月 戊 申条),文 武 天皇の父.

崇道盤敬 天皇(続 日本紀 天平宝字3年6月 庚戌条),淳 仁 天皇の父.

御春 日宮 天皇(続 日本紀,宝 亀元年11月 甲 チ条),光 仁天皇の父.

日本紀略 大 同2年10月 †}巳条.

日本紀略 大同2年11月 申午条.

日本紀略 大 同2年11月 乙酉条.

日本紀略 大同2年11月 乙未条.

日本紀略 弘仁10年3月 己亥条.

角田文衛氏 「歴代皇妃表」(同氏昔 『日本 の後宮』所収).

続 日本後紀 承和7年4月 ゴ未条

続 日本後紀 承和9年7月 己酉条.

続 日本後紀 承和9年7月 庚 申条.

文徳実録 嘉祥3年5月 壬 辰条

同右.

文徳実録 仁寿3年5月 甲寅条

類聚国 史 巻99天 長3年5月 壬辰条.

類i聚国史 巻99承 和6年5月 戊申条.

続 日本後紀 承和7年4月 辛亥条.

続 日本後紀 承和9年 正月乙巳条.

続 日本後紀 承和10年12月 丙子条.

続 日本後紀 承和10年12月 癸未 条.

名例律.

河音能 平氏 「II-_]狭国鎮守 …二宮縁 起の成/r」(同 氏 『中世封建制成立史論』所収)

神祇令 季夏条義解.

延 ド11:式伸祇三 臨時祭条.

疫病の歴 史については,富 士川游氏 「口本 庚病 史』(東洋文庫)の 年表が有用で ある し,ま た病気

その もの については この書物や服部敏良氏 『腔女時代医学の研究』な どが詳 しい.
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日本霊異記 中巻第1.

続 日本紀 天平元年2月 甲戌 条.

日本紀略,延y,i:23年4月20日 条.

小鹿島果編 「日本 災異志』参照.

三代実録 貞観5年5月20日 条.

同右.

日本紀略IE暦5年6月27日 条.

同右.

帝 王編年記 天暦 元年条.

三代実録 貞観8年9月22F=3条.

伴 善男が御霊 とな らなか った理由は,推 測がつかない.あ るいは一般に冤罪 とは考え られていな

か ったのか も知れない.あ るいは また,他 の御霊た ちの犯 したとされた罪 と異な り,応 天門 とい う
　 　 　

「か た ち」 の あ る もの を焼 い た と い う ことで,一.rf-」の 罪 の可 否 は と もか く と して 罪 状 が 民 衆 に は具

体的 で あ ったか らで は なか ろ うか.

67.今 昔物 語 集 巻27の 第11.
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68.本 阿弥行状記,た だ し正木篤三氏校訂中央公論美術出版刊本で は 「……其 霊諸民 に……」 とある

が,民 は氏の誤殖で あろうか.

69.マ ックス ・ウェーバ ー 『経済 と社会』第9章 第8節(邦 訳世良晃志郎氏 『都市 の類型学』).ま た

ド・クーランジュ 『古代都市』(邦 訳田辺貞之助氏)第3編 第6章 「都市は同 じ守護神を もち,お な

じ祭壇にむか って宗教的儀 式をお こな う人 々の集団であ った.」.ま た,増 田四郎氏 『西欧市民 意識

の形成』参照.
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同右.

大江匡房 『洛陽 田楽記』.

中右記 永長元年6月12日 条.

拙稿 「洛 陽田楽記をめ ぐって』(r赤 松俊秀教授退官記念国史論集』所 収)お よび 「永 長元年 の田

楽騒動」(r芸 能 史研究』36号 所収)を 参照.

74.祇 園執行 日記 天文2年6月7日 条.

75.方 丈 記(大 福光寺本).

付記 本稿 は,上 田正昭氏他編 『講座 日本 の古代信仰』(学 生社 刊)

拙稿 「御霊信仰」 と姉妹の関係をなす.

第1巻 「神々の思想」 中の

Summary

Goryo-shinkoisthebeliefinthepersonalsoulswhichlefttheirtracesof

remarkableactionsforpeopletohaveretentivememories.Thisbeliefcameinto

existenceafterbringingtheconceptofRitsuryo-systemfromChina,thatis,itwasin

the8CwhenKanryo-sei(Bureaucratic-system)wasfixedbasedonthisRitsuryo-

system.HoweverthisbeliefwasinfullflourishfromthegCtotheIOC,whenthe

civillifebegantotakeanewturnrapidlyinvariousways.Theepidemicwas

prevalentatthosedaysandthisepidemiccausedbytheworkoftheGoryo(soul)

Peoplethoughtthatsoulofaman,whowasdefeatedinhispoliticallifeandsuffered

deathwithalastingregretbeinganexilefromhome,returnedtoMiyako(Kyoto)

andworkedinanevilway.

ThisbeliefisrelateddeeplywiththeHeian-kyo(Kyoto)orthecivillifeinthe

Heian-kyo,andIprescribethisGoryoastheHeian-kyoCitygod.Regardingthis

Citygod,MaxWeberindicatesinhisbook"WirtschaftandGesellschaft"andhe

takesupstandpointofviewthatCitygod(Stadtgott)didnotexistintheOrient.

CertainlyCitygoddidnotexistinJapanasseenin"Antike"intheoccident,

howeverGoryo-godhadbeentheCitygodoftheHeian-kyoimperfectlyandithad

beenthecivilgodafterthemiddleofthegC,whentheHeian-kyowasmadeclear

asthemetropolis.


